
※重要※  

ソフトウェアをインストールする前によくお読みください。 

 

「本ソフトウェア」（以下のソフトウェア使⽤許諾契約書第１条の定義によります。以下同じ。）をインストールすると、お客様は以下のソフトウェア使用許諾

契約書に同意したことになります。本契約の内容を十分ご確認の上インストールしてください。 

以下のソフトウェア使用許諾契約書の内容に同意いただけない場合は、「本ソフトウェア」をインストールせずに、お客様に「本ソフトウェア」を販売した会社

（以下、購入先といいます）にご返却ください。 

ソフトウェア使用許諾契約書 

このソフトウェア使⽤許諾契約書（以下、本契約といいます）は、オムロンソフトウェア株式会社（以下、OSK といいます）がお客様に「本ソフトウェア」を使

⽤許諾する条件を定めたものです。 

 

第１条（定義） 

本契約で使用する用語の意味は以下の定義に従います。 

(1)「本ソフトウェア」とは、以下に記載のコンピュータ・プログラム（第５条によりお客様に提供したものを含みます）およびその関連する技術資料等

（「マニュアル」を含みます）をいいます。 

 

■コンピュータ・プログラム 

 

 

 

 

 

 

(2)「マニュアル」とは、「本ソフトウェア」の仕様、動作環境、利⽤⽅法を記載した電子文書および電子データをいいます。 

 

第２条（使用許諾） 

1. OSK は、お客様が自己の保有するコンピュータでのみ「本ソフトウェア」を使⽤する非独占的権利を許諾します。「本ソフトウェア」をインストールして使用

することが可能なコンピュータの台数は、第１条第１項（1）の表に記載されているライセンス数の範囲内とします。 

2. お客様は、「本ソフトウェア」のバックアップ目的のためにのみ「本ソフトウェア」を複製することができます。ただしバックアップのための複製物には、「本ソフト

ウェア」の原本に含まれる著作権情報または他の所有権表示のすべてを含まなければなりません。 

3. 「本ソフトウェア」の著作権、商標権、特許権、その他の知的財産権はOSKまたはOSKに使⽤許諾している第三者に帰属し、本契約によりお客様に

移転することはありません。 

 

第３条（制限） 

1. お客様は、「本ソフトウェア」を第三者にレンタル、リース、再使⽤許諾、譲渡、貸与、販売（中古品売買を含む）、提供、頒布することはできません。 

2. お客様は「本ソフトウェア」に表示されている著作権、商標権、特許権その他の知的財産権に関する権利者の表⽰に変更を加えることおよび当該表

示を取り除くことはできません。 

3. お客様は「本ソフトウェア」の逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングおよびそれに類する⾏為を⾏うことはできません。 

4. お客様は「本ソフトウェア」の変更・改変および二次的著作物の作成を⾏うことはできません。 

5. お客様は「本ソフトウェア」を他のプログラムと結合することはできません。 

6. お客様は、日本その他の国の輸出管理法令・規則等に違反して「本ソフトウェア」を輸出することはできません。 

 

第４条（機密保持） 

お客様は、「本ソフトウェア」に関して知りえた OSK の情報および「本ソフトウェア」の内容を機密情報として扱い、本ソフトウェアを使用している間および本ソ

フトウェアの使用終了後も機密として保持し、第三者に開示しないものとします。 

 

第５条（保証） 

1. お客様が「本ソフトウェア」を購入した後、1 年（以下、保証期間といいます）以内に、「本ソフトウェア」が「マニュアル」と重要な点で一致しないこと

（以下、「マニュアル」との重要な不⼀致といいます）を発⾒し、購入先を通じてOSKに書面で当該「マニュアル」との重要な不⼀致の内容を含めて通

知した場合、OSK は無償で「本ソフトウェア」の変更・修正または交換を⾏うものとします。ただし、当該変更・修正または交換により「マニュアル」との重

要な不⼀致のすべてが是正されることを保証するものではありません。 

2. 前項の「マニュアル」との重要な不⼀致がお客様による「本ソフトウェア」の誤使用、OSK 以外のものによる「本ソフトウェア」の変更、他のソフトウェア・ハ
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ードウェアとの組み合わせ、その他 OSK の責めに帰すことのできない事由に起因する場合、OSKは⼀切の責任を負わないものとします。 

3. 保証期間中、OSK は、本契約に基づきお客様が「本ソフトウェア」を使用するために OSK が必要と認めた範囲内で、「本ソフトウェア」に関するお客様

からの問い合わせに対して購入先を経由して受け付けます。 

4. 保証期間終了後に、お客様が、「本ソフトウェア」に関する問い合わせへの対応および「本ソフトウェア」の不具合（「マニュアル」との不⼀致を含みま

す）の変更・修正等を必要とされる場合は、お客様と OSK の間で別途契約を締結し、有償にて実施するものとします。 

 

第６条（責任の制限） 

1. 前条は、「本ソフトウェア」の品質および使用について、OSK の責任のすべてを定めるものであり、OSK は前条に定める以外についてお客様に何ら保証

(「本ソフトウェア」がお客様の考えておられる特定の作業に完全に適合することを含みます)するものではありません。また、OSKは「本ソフトウェア」をバー

ジョンアップする義務およびバージョンアップ版の提供義務を負いません。 

2. OSK は、本契約 または 「本ソフトウェア」の使用、使用不能もしくは不具合から生じる、お客様の直接的、間接的あるいは波及効果による損害

（逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失またはその他の⾦銭的損失を含みますがこれらに限定されません）に対して⼀切の責任を負いません。

たとえ OSK がこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。 

3. OSK がお客様の損害について責任を負ういかなる場合においても、OSK の損害賠償責任はお客様が「本ソフトウェア」の購⼊代⾦として⽀払った⾦

額を越えることはありません。 

 

第７条（その他） 

1. お客様が本契約に違反した場合、OSK はお客様に通知することにより「本ソフトウェア」の使⽤許諾を終了させることができます。その場合、お客様は

本契約に基づいて許諾されたすべての権利を失います。 

2. 前項の場合、お客様は直ちに「本ソフトウェア」の使用を中止し、お客様の自己のコンピュータにインストールされている「本ソフトウェア」をアンインストール

するとともに、「本ソフトウェア」を購入した際に購入先から受領した「本ソフトウェア」が保存されているディスクおよびそのディスクの複製物をすべてOSKに

返却して、お客様および他の第三者が再び「本ソフトウェア」を使用することができない状態にしなければなりません。また、お客様は、すみやかに、お客

様の自己のコンピュータに保存されている「本ソフトウェア」の複製物、ならびに、「本ソフトウェア」に含まれる技術資料等（「マニュアル」を含みます）お

よびその複製物をすべて削除・消去・廃棄しなければなりません。 

3. お客様が本契約ならびに著作権法その他法令に違反し、OSK に損害が生じた場合には、お客様にその賠償を請求させていただくことがあります。 

4. 本契約の一部の条項が裁判により無効又は違法とされた場合でも、本契約のその他残りの条項は影響を受けず有効とします。本契約の規定を

OSK が実施できなくとも、その規定やその規定を実施できる権利を放棄することとは解釈されないものとします。 

5. 本契約の成⽴、効⼒、解釈及び履⾏については、⽇本国法に準拠するものとします。 

6. 本契約に関する⼀切の紛争に関しては、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。 

 

以上 

 

 

 

 


